
 
 

三原市立鷺浦小学校 
「校則」は，学校という集団生活の場において，全ての児童が安全かつ安心して充実した学校生

活をおくるために，また，将来にわたって社会の一員として規則を守る大切さを学び，自分を律す

る「心」や「態度」を養うためにあります。本校では，次のことを「学校のきまり」とします。保

護者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

登下校に関すること 

・午前８時１５分までに登校し，教室に入って，身支度や宿題の提出等を済ませる。 

・遅刻・欠席の場合は，保護者が必ず 7：30～8:１５までにすぐーる配信で学校に配信連絡をする。 

・早退する場合には，理由・時刻・下校方法等を前もって保護者と担任が連携しておく。 

・防犯ブザーを着けて，車に気を付け，決められた通学路を登下校する。 

・登下校の途中に，寄り道をしない。 

 （※習い事へ直行する場合は，保護者の責任と了承のうえ行う。） 

 

・乗り降りは１列で行い，船員さんにきちんとあいさつをする。 

・他の乗船客へ迷惑がかからないよう，静かにきちんと座って過ごす。 

・かばんから物を出したり，宿題をしたりしない。 

 

 

・船が来る時間に，余裕を持って集まる。 

・待合室，またはベンチで静かに座って待つ。   

・大声を出したり，走りまわったりしない。危険な遊びも絶対にしない。 

・読書や宿題は港ではしない。他の人に迷惑のかからないように静かに過ごす。その際，忘れ物やご

みを落とさないよう十分注意する。また，時間に余裕をもって，トイレを済ませ，時間ぎりぎりに

乗船することのないようにする。 

・危険な場所（海の近く，駐車場，人目の届かない所）には行かない。 

 

 

・きめられた順番に並び，列から遅れないように歩く。 

・交通ルールを守って，時間に余裕をもって歩く。  

・地域の方へのあいさつをきちんとする。 

 

 

・持ち物には，全て必ず油性ペンで名前を書く。 
・学習や学校生活に必要のない物（ゲーム機，マンガ本，キーホルダー，菓子類等）は持って来ない。 

・金品など，貴重品は持って来ない。やむを得ない事情により持参した場合は，朝学級担任に預

ける。 
・携帯電話は持って来ない。登下校時に必要な場合のみ持参を認めるが，朝登校後職員室で預か

り，下校前に返却する。 

（携帯電話を持参した場合は，緊急時以外使用しない。） 

・筆箱の中身は次の５点を基本とする。必要に応じて，三角定規や分度器などをそろえる。 

①鉛筆４～５本（毎日削っておく） 

②消しゴム（よく消えるもの） 

③定規（１５㎝程度のもの）   

④赤青鉛筆（※５年以上は，ボールペン・蛍光ペン可） 

⑤油性ペン（名前ペン）１本 

※定規・キャップ・消しゴムは飾りのないものを使用する。シャープペンシルは使用しない。 

・髪型は，学習や運動のじゃまにならない髪型とする。髪をとめるゴムや 

ピンは，黒，紺，茶など，華美にならない色を使用する。 

校内の生活に関すること 

・誰に対しても他者を傷つけるような行為（暴力，暴言，悪口，無視等）は行わない。 

・いやなことは言葉で伝えたり，口頭で注意をしたり，先生に伝えたりする。 

暴力で解決を図らない。 

・暴力を伴った遊びや悪ふざけ（プロレスごっこ，ちょっかい等）は行わない。 

・学校の施設や備品等は，大切（丁寧）に取り扱う。（わざと傷つけたり壊したりしない。） 

・学校に来たら，途中で勝手に学校外に出ない。         ・チャイムの合図を守る。 

・体育館のステージや２階へは勝手に上がらない。    ・廊下や階段は，静かに歩く。 

・特別教室や体育館への移動は，並んで静かに行う。   ・ごみは分別して捨てる。 

・掃除用具を正しく使い，時間いっぱい掃除をする。 

・手洗い場の流しに食べかす等を流さない。  

校外の生活に関すること 
・道路を通行する時は，交通ルールを守るとともに，横断時には周囲の状況に気をつける。 

・自転車に乗る時はヘルメットを着用する。 

・道路・山・川・池・海辺・駐車場などの危険な場所では遊ばない。 

・遊びに出かけるときは，家の人に行き先を伝えてから出かける。 

・休日の帰宅時間を守る。（４月～９月は１８時，１０月～３月は１７時） 

・校区外に出かけるときは，保護者同伴を原則とする。 

    ※校区について・・・それぞれの住居地域にある小学校の校区を「校区」とする。 

・大型店舗に子どもだけで行かない。 

・買い物をする際，買わない品物はなるべく触らない（感染症対策，トラブル予防のため） 

・何かあった時は，必ず家の人に話し，学校や警察等へ連絡する。 

令和５年度 鷺浦小学校のきまり 
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【船の乗り方】 

【港での待ち方】 

【登下校の歩き方】 

持ち物・髪型に関すること 
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